
貸切バス事業やトラック運送事業など自動車運送事業者にとって、法令遵守や安全・安心の確保は、

守られるべき最重要課題です。しかし、実際にどこの事業者が、ルールを守り、より安全で快適な運送を

行っているのかを把握することは、なかなか難しいのが現状です。

そこで、国や関係機関では、各種の優良事業者認定制度を取り入れ、利用者がより良い事業者を選択

する手助けを行っています。

優良事業者認定制度には以下のものがありますので、積極的にご活用ください。

自動車運送事業の優良事業者認定制度のご案内

「貸切バス事業者安全性評価認定制度」（SAFETY BUS：セーフティバス）

貸切バス事業者の安全性の確保に向けた取組状況を評価・公表することで、貸切バスの利用者

や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通

じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸

切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。

認定を受けた事業者のバス車両には、「SAFETY BUS」ステッカーが貼付されています。

「貨物自動車運送事業優良認定制度」（Gマーク）

利用者がより安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするために、安全性評価委員会にお

いて、事業者のの安全性を評価し、認定、公表する制度です。

安全性優良事業所に認定された事業所のトラックには「Gマーク」が貼付されています。

「引越事業者優良認定制度」（引越安心マーク）

引越前の見積もり、作業などに関する引越のルールを守る事業者を引越優良事業者として認定

し、利用者が引越事業者を選択する際の目印としていただくものです。

認定事業者には、「引越安心マーク」が交付されます。

優良事業者認定制度の詳細・認定事業者等一覧は北海道運輸局ホームページで紹介しています。
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/press/campaign/ichiranhyou.html

トップページ「優良事業者をもっと利用しよう」
のバナーから進みます。

優良事業者等利用促進キャンペーンのページから
優良事業者認定・認証制度一覧表へ進みます。


